
「Driveモバイル補償パック」規約
第 1条 (Driveモバイル補償パック)
1. Driveモバイル補償パック(以下「本サービス」といいます) とは、株式会社どこよりも(以下「当社」といいます) がDriveモバイル補償パック規約 (以下「本規
約」といいます) などに従って、本サービス対象者 (以下「サポート会員」といいます) に対し、一定の補償および特典 (以下「サポート特典」といいます) を提
供する制度です。

2. 本サービスは、本規約の他、当社が別途定める諸条件 (以下「個別条件」といい、本規約と個別条件をあわせて「本規約等」といいます) に基づき実施、運
営されます。なお、本規約の内容と個別条件の内容が矛盾する場合は、個別条件の内容が優先するものとします。

第 2条 (入会申込および会員資格)
利用者は、本規約に同意し、当社が指定する方法にて、本サービスを申し込むものとし、運営元が承諾した場合に限り、本サービスに関する契約 （以下「会
員契約」といいます。）が成立するものとします。

第 3条 (月額料)
1.本サービスは、月額料 650円 (税抜) (以下「月額料」といいます。)が発生します。
2.月額料 の請求、督促、その他債権・債務の管理等は、全て オプションサービス月額使用料と同様に取り扱います。

第 4条 (サポート特典の提供、内容など)
1. 当社は、本サービスに加入しているサポート会員に、以下のサポート特典を提供します。それぞれの提供内容、条件については、次の各号に定める条項
に定めます。

(1)本サービスのお申し込み時に指定された携帯電話端末（以下、「サポート対象機器」という。）の設定サポート 第 5条
(2)訪問設定費用の3,000円割引 第 6条
(3)端末故障時のサポート 第 7条
(4)機種変更のお知らせメールマガジン 第 8条
2.本サービスの対象は、サポート対象機器および「充電機器類」に限ります。
3.「充電機器類」とは、AC アダプタ、DC アダプタ等のサポート対象機器本体を充電する事ができる機器類とします。
4. 本サービス対象移動機が加工、改造、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル
を含む) されたもの、または当社が指定する正規の修理拠点以外で修理されたものは保証対象外または修理をお断りする場合があります。

5. 故障箇所が複数ある場合は、一部のみの修理は受け付けできません。一部分の修理だけでは製品の品質が保証できないため全て修理してご返却しま
す。

6.本サービスの適用に伴い交換したサポート対象機器本体、機械部品及び外装ケース等は、サポート会員へ返却することはできません。
7.サポート対象機器の故障、修理、紛失等により、データ (アドレス帳、データフォルダ、メール等)が変化、消失した場合、当社では一切責任を負いかねます
ので、サポート会員ご自身でサポート特典の申込み前にデータをバックアップしてください。

8.サポート特典の内容は予告なく変更する場合があります。
9.サポート特典を受けられる対象期間は、特段の定めのある場合を除き、第 2 条に基づき本サービスに入会する時点から第 10 条に基づき本サービスを退
会する時点までとします。

第 5条 (サポート対象機器の設定サポート)
1.本サービス提供条件
当社は、以下の各号に定める条件を全て満たす場合にのみ、本サービスを提供します。
（1）本サービスの提供を受ける方が、サポート会員であること。
（2）サポート対象機器等が、サポート会員の契約者回線に接続又は関連して利用されること。
（3）設定作業等を実施する際にサポート対象機器等が用意されており、設定作業等に必要なIDやパスワード等の設定情報およびドライバソフトウェア又はア
プリケーションソフトウェア等が用意されていること。

（4）サポート対象機器等および設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市販又は配布されたものであり、且つそのマニュアルおよび設定ソ
フトウェア等が日本語により記述されたものであること。

（5）当社の設定作業等の実施の時点で、サポート会員が、そのサポート対象機器等の正規のライセンスおよびプロダクトIDを保有していること。
（6）当社の設定作業等の実施において、当社が必要と判断するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、サ
ポート対象機器等へのインストールを承諾すること。

（7）当社の設定作業等の実施の際に、サポート会員が、当社が要求する電力、照明、消耗品およびその他の便宜（電話又は通信回線等の使用を含みま
す。）を、当社に対して 無償で握供すること。

2.サービス適応範囲
（1）当社は、サポート会員に、サポート対象機器の利用方法等を電話で案内するサービス（以下「電話サポート」といいます。）を提供します。サポート内容は
以下のとおりです。

① 利用時間
電話サポートの利用可能時間は、サポートセンターの営業時間と同じになります。
② サポート内容
設定サポートの範囲は以下に定めるとおりとします。なお、サポート範囲内であっても対応できない場合があります。
・端末の初期設定
・データ移行
・itune・icloudの登録
・ドコモ・au・SBのキャリアメールの設定
・その他連絡先アプリやカレンダーなど、デフォルトアプリの簡単な説明
　上記アプリの利用方法や端末の詳細設定等については、対象外となります。
（2）前項に規定するサポート内容の詳細については、当社が別に定めるところによります。また、サポート内容に該当する場合であっても、サポート会員のサ
ポート対象機器等が故障等により正常に動作しないとき等には、対応できない場合があります。

第 6条 (訪問設定費用の3,000円割引)
1.サービス内容
本サービス対象移動機の設定で弊社指定の設定業者（有償）を派遣した場合、サポート会員の負担額の内、上限 3,000円 (税抜) を弊社が負担致します。
2.修理代金割引サービス適用条件
（1）本サービスの提供を受ける方が、サポート会員であること。
（2）サポート対象機器等が、サポート会員の契約者回線に接続又は関連して利用されること。
（3）サポート会員が訪問設定費用の3,000円割引を1年以内に利用していないこと。
3.修理代金割引サービスのお申込み
お申し込みの際は、サポートセンターまで、お電話にてお問い合せ頂きます。

第 7条 (端末故障時のサポート)
1.サービス内容
（１）サポート対象機器の故障の可能性がある場合、お電話での確認と設定のサポート
（２）また、故障と判断される際、弊社指定の修理業者のご案内（修理は有償となります。）
2.サービス適用条件
（1）本サービスの提供を受ける方が、サポート会員であること。
（2）サポート対象機器等が、サポート会員の契約者回線に接続又は関連して利用されること。



第 8条 (機種変更のお知らせメールマガジン)
1.サービス内容
サポート会員が利用しているサポート対象機器の機種変更に関する、お知らせのメールマガジンを送付します。
2.サービス適用条件
（1）本サービスの提供を受ける方が、サポート会員であること。
（2）サポート対象機器等が、サポート会員の契約者回線に接続又は関連して利用されること。

第 9条 (権利の譲渡等)
サポート会員は、本サービスにかかわる権利および義務を、第三者に貸与し、質入し、または担保の用に供することはできません。

第 10条（営業活動の禁止）
サポート会員は、有償、無償を問わず、営利を目的として本サービスを利用することができません。

第 11条 (著作権等)
本サービスにおいて当社がサポート会員に提供する一切のサービスまたは物品（本規約等、各種ソフトウェア、ホームページ等を含みます。）に関する著作
権及び特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的財産権は、当社または当社が指定する第三者に帰属するものとします。

２ サポート会員は、前項のサービスまたは物品を以下のとおり取り扱うものとします。
(１)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(２)複製・改変・編集等を行わないこと。
(３)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。

第 12条 (利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
・自然災害、テロ行為、その他の非常事態が発生したとき。
・当社が設置する電気通信設備または本サービスに係るアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアの保守、障害、その他のやむを得ない事由が生じたと
き。

・当社がサポート会員による本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
・当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、
その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第 13条 (利用停止)
（１）当社は、サポート会員が次のいずれかに該当するときには、当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
① 本サービス利用料その他の金銭債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
② サポート会員が当社と締結している、もしくは締結していた電気通信サービス（どこよりもサービスを含むが、これに限られない。以下、本項において同
じ。）その他のサービス等の契約に係る料金その他の金銭債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

③ 当社の名誉または信用を毀損したとき。 (４)第 10条（営業活動の禁止）、第 11条（著作権等）及び第 18条（利用に係るサポート会員の義務）その他の本
規約等の規定に違反したとき。

④ サポート会員が、過度に頻繁に問合せを行う等、当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
⑤ 本サービスもしくは当社の電気通信サービス等の提供に関する当社の業務の遂行、もしくは当社の 電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれ
がある行為をしたとき

⑥ 当社または第三者に損害を与えたとき。
（２） 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をサポート会員に通知しま
す。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第 14条 (サポート会員の退会)
1.サポート会員は、本サービスの退会を希望されるときは、当社が別に定める方法に従い当社に対して本サービスの退会を申し出るものとします。
（1） この場合、毎月の初日から 25 日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の末日に、また、毎月の 26 日から末日までに通知が
あったものについては当該通知のあった月の翌月の末日 に、利用契約の解約があったものとします（以下、利用契約の解約があったものとされる日を「解
約日」といいます）。

（2）前項により利用者が利用契約を解約した場合、利用契約の解約後、利用者は新たに本サービスを申し込むことができないものとします。
2.サポート会員が以下のいずれかに該当する場合、当社は、何ら通知、催告なく本サービスより退会させることができます。
・入会時に虚偽の内容を申告した場合
・本規約などに違反した場合
・月額料およびご負担金その他の本サービスに係る料金、ならびに どこよりもサービス料金その他の当社の電気通信サービス等に係る料金の支払を、支払
期限までに行わなかった場合

・そのほか、当社がサポート会員として不適格であると判断した場合
3.退会にともない、サポート会員が有する本サービスに関するすべての権利は、失効するものとします。

第 15条 (本サービスの変更および終了)
1. 当社は、必要と認めたときには、サポート会員へ通知することなく、本規約など (本規約およびカタログなどの内容、サポート特典の内容など) を変更するこ
とがあります。この場合、当社は、変更後の本規約などを適用するものとし、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

2. 本サービスは当社の都合により、サポート会員へ通知することなく、一部またはすべてを停止または終了する場合があり、サポート会員はこれをあらかじ
め承諾するものとします。

第 16条 (免責事項）
1.当社は、サポート会員からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2.当社は、本サービスにおいて、サポート会員の問題・課題等を特定できること、または問題・課題等を解決できることを保証するものではありません。
3. 本サービスは、スマートフォン等の販売事業者もしくは製造業者、ソフトウェアの販売事業者またはサービス提供事業者（以下併せて「メーカー等」といいま
す。）が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるスマートフォン等、ソフトウェア、サービ
スを提供するメーカー等のホームページの紹介や、自身による当該メーカー等への問合せ依頼に留まる場合があります。

4. 当社は、本サービスの利用にあたり、当社の責に帰すべき事由により生じるサポート会員の損害について、当月の本サービス利用料その他の本サービス
に関する利用料金に相当する金額を上限として、当該損害を補償するものとします。ただし、当社の故意または重過失に基づく損害については、当該上限
を適用しないものとします。

５ サポート会員が本サービスの利用により第三者（他のサポート会員を含みます。）に対し損害を与えた場合、サポート会員は自ら当該損害の賠償責任を負
うものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。

６ 当社は、第 12 条（利用中止）、第 13 条（利用停止）、または第 14条（本サービス提供の終了）の規定により本サービスの提供中止、利用停止、または本
サービス提供の終了に伴いサポート会員に生じる損害について、一切責任を負いません。

７ 自然災害、テロ行為、第三者による妨害等の当社の責めに帰すべからざる不可抗力に起因して発生した損害については、当社は一切責任を負いません。
８ 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは本サービスに係るサポートセンターの電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あら
かじめそのことを当社が指定する方法でサポート会員に案内します。

第 17条（個人情報の取扱）
1. サポート会員は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程においてサポート会員の個人情報を知り得る場合があることについて、同
意するものとします。



2.当社は、サポート会員に係る個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。

第 18条（利用に係るサポート会員の義務）
1. サポート会員は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を満たすものとします。ただし、サポート会員が次の条件を満たしている場合で
あっても、サポート会員の利用状況によっては本サービスを提供できない場合 があります。

(１)サポート会員自身による本サービスの利用であること。
(２) サポート会員が、本サービスの利用に必要な当社または他の事業者が提供するドライバソフトウェアまた はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェア
を、その使用に係るライセンス契約に同意し、サポート会員のスマートフォン等その他の機器にインストールすること。

2.前項の規定のほか、サポート会員は次の各号に定める事項を遵守するものとします。
(１)当社または第三者の財産権（知的財産権を含みます。）、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(２)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(３)本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(４)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(５)ウィルスその他の有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(６)当社の設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(７) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。 (８)本サービスの提供及び当社の事業の運営に
支障をきたすおそれのある行為をしないこと。

(９) 法令、本規約等もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこ
と。

(１０)前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為をしないこと。
3. サポート会員は、前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を当社に
支払うものとします。

4.サポート会員が本サービスの利用により当社に対し損害を与えた場合、サポート会員は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第 19条 (裁判管轄)
本規約に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 20条 (本サービスに関する疑義など)
本規約などの解釈や本サービスの運用などについて疑義が生じ、または本規約などに定めがない事項が生じた場合は、当社が決定する内容に従って処理
するものとし、サポート会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

附則:
制定：2016年1月1日
改定：2024年6月1日


